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(57)【要約】
【課題】管腔臓器の仮想内視鏡画像データを、常時、好
適な方向からリアルタイムで観察する。
【解決手段】超音波診断装置１００の芯線設定部７は、
輪郭抽出部６が被検体に対する３次元走査によって収集
されたボリュームデータを処理して抽出した管腔臓器の
輪郭情報に基づいて該管腔臓器の芯線を設定し、基準点
検出部９は、関心領域設定部８が前記ボリュームデータ
に対して設定した３次元関心領域の基準面と前記芯線と
が交叉する基準点を検出する。次いで、視点・視線方向
設定部１０は、前記基準点における芯線の法線方向に視
点を設定し、更に、この視点から前記基準点に向けて視
線方向を設定する。そして、仮想内視鏡画像データ生成
部１１は、上述の視点及び視線方向に基づいた前記ボリ
ュームデータのレンダリング処理によって仮想内視鏡画
像データを生成し表示部１５に表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に対する３次元走査によって収集したボリュームデータに基づいて管腔臓器の仮
想内視鏡画像データを生成する超音波診断装置において、
前記ボリュームデータに対して３次元関心領域を設定する関心領域設定手段と、
前記ボリュームデータに基づいてこのボリュームデータにおける前記管腔臓器の芯線を設
定する芯線設定手段と、
前記３次元関心領域の基準面と前記芯線とが交叉する基準点を検出する基準点検出手段と
、
前記基準点に基づいて視点及び視線方向を設定する視点・視線方向設定手段と、
前記視点及び前記視線方向に基づいて前記ボリュームデータを処理し前記仮想内視鏡画像
データを生成する仮想内視鏡画像データ生成手段と、
生成された前記仮想内視鏡画像データを表示する表示手段とを
備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記３次元関心領域の基準面を指定する基準面指定手段を備え、前記基準面指定手段は
、前記ボリュームデータにおける前記管腔臓器が交叉する前記３次元関心領域の側面を前
記基準面として指定することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記ボリュームデータのボクセル値に基づいて前記管腔臓器の輪郭を抽出する輪郭抽出
手段を備え、前記芯線設定手段は、前記輪郭抽出手段が抽出した輪郭情報に基づいて前記
管腔臓器の芯線を設定することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記視点・視線方向設定手段は、前記基準点検出手段が検出した前記基準点とこの基準
点における前記芯線の接線方向とに基づいて前記視点及び前記視線方向を設定することを
特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記視点・視線方向設定手段は、前記接線方向あるいは前記接線方向から所定角度傾斜
した方向において前記基準点から所定距離離れた位置に前記視点を設定し、前記視点から
前記基準点に向けて前記視線方向を設定することを特徴とする請求項４記載の超音波診断
装置。
【請求項６】
　前記視点・視線方向設定手段は、前記基準点に前記視点を設定し、前記基準点における
前記芯線の接線方向あるいは前記接線方向から所定角度傾斜した方向に対して前記視線方
向を設定することを特徴とする請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記基準点を含み前記芯線に垂直なＭＰＲ断面を前記ボリュームデータに対して設定す
るＭＰＲ断面設定手段と、前記ＭＰＲ断面における前記ボリュームデータのボクセルを抽
出してＭＰＲ画像データを生成するＭＰＲ画像データ生成手段を備え、前記表示手段は、
前記ＭＰＲ画像データと前記仮想内視鏡画像データとを合成して表示することを特徴とす
る請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記ボリュームデータをレンダリング処理して３次元画像データを生成する３次元画像
データ生成手段を備え、前記表示手段は、前記仮想内視鏡画像データあるいは前記ＭＰＲ
画像データが重畳された前記仮想内視鏡画像データと前記３次元画像データを並列表示す
ることを特徴とする請求項１又は請求項７に記載した超音波診断装置。
【請求項９】
　前記表示手段は、前記仮想内視鏡画像データを表示するモニタを備え、前記仮想内視鏡
画像データにおける前記基準点が、常に、前記モニタの所定位置に配置されるように前記
仮想内視鏡画像データを表示することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
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【請求項１０】
　前記仮想内視鏡画像データ生成手段は、前記ボリュームデータを前記視点及び前記視線
方向に基づいてレンダリング処理することによって前記仮想内視鏡画像データを生成する
ことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　被検体に対する３次元走査によって収集したボリュームデータに基づいて管腔臓器の仮
想内視鏡画像データを生成する超音波診断装置に対し、
前記ボリュームデータに対して３次元関心領域を設定する関心領域設定機能と、
前記ボリュームデータに基づいてこのボリュームデータにおける前記管腔臓器の芯線を設
定する芯線設定機能と、
前記３次元関心領域の基準面と前記芯線とが交叉する基準点を検出する基準点検出機能と
、
前記基準点に基づいて視点及び視線方向を設定する視点・視線方向設定機能と、
前記視点及び前記視線方向に基づいて前記ボリュームデータを処理し前記仮想内視鏡画像
データを生成する仮想内視鏡画像データ生成機能と、
生成された前記仮想内視鏡画像データを表示する表示機能を
実行させることを特徴とする画像データ表示用制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置及び画像データ表示用制御プログラムに係り、特に、被検体
に対する３次元走査によって収集したボリュームデータに基づいて仮想内視鏡画像データ
を生成する超音波診断装置及び画像データ表示用制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波プローブに設けられた振動素子から発生する超音波パルスを
被検体内に放射し、被検体組織の音響インピーダンスの差異によって生ずる超音波反射波
を前記振動素子により受信して生体情報を収集するものであり、超音波プローブを体表に
接触させるだけの簡単な操作で画像データのリアルタイム表示が可能となるため、各種臓
器の形態診断や機能診断に広く用いられている。
【０００３】
　特に、近年では、複数の振動素子が１次元配列された超音波プローブを機械的に移動さ
せる方法や複数の振動素子が２次元配列された超音波プローブを用いる方法によって被検
体の診断対象部位に対する３次元走査を行ない、この３次元走査にて収集される３次元デ
ータ（ボリュームデータ）を用いて３次元画像データやＭＰＲ（Multi-Planar Reconstru
ction）画像データ等を生成することにより更に高度な診断や治療が可能となっている。
【０００４】
　一方、被検体に対する３次元走査によって得られたボリュームデータの管腔臓器内に観
察者の視点と視線方向を仮想的に設定し、この視点から観察される管腔臓器の内表面を仮
想内視鏡（フライスルー）画像データとして観察する方法が提案されている（例えば、特
許文献１参照。）。
【０００５】
　当該被検体の体外から収集されたボリュームデータに基づいて内視鏡的な画像データを
生成する上述の方法によれば、検査時の被検体に対する侵襲度が大幅に低減され、更に、
内視鏡スコープの挿入が困難な細い消化管や血管等の管腔臓器に対しても視点や視線方向
を任意に設定することができるため、従来の内視鏡検査では不可能であった高精度の検査
を安全且つ効率的に行なうことが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開２００５－１１０９７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　超音波診断装置によって収集されたボリュームデータに上述の特許文献１に記載された
方法を適用することにより、仮想内視鏡画像データのリアルタイム観察が可能となる。し
かしながら、仮想内視鏡画像データの生成に必要な視点や視線方向をボリュームデータに
対して設定する際、従来は、このボリュームデータに対して任意に設定されたスライス断
面にてＭＰＲ画像データを収集し、管腔臓器の縦断面が示されたＭＰＲ画像データに基づ
いて上述の視点及び視線方向を設定する方法が一般に行なわれてきた。そして、超音波プ
ローブを被検体の体表面上で移動させながら仮想内視鏡画像データの観察を連続的に行な
う場合、超音波プローブの移動に伴って上述の煩雑な方法による視点及び視線方向の更新
を繰り返す必要があり、従って、仮想内視鏡画像データのリアルタイム観察が困難になる
という問題点を有していた。
【０００８】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、被検体から収集し
たボリュームデータに基づいて仮想内視鏡画像データを生成する際、超音波プローブの移
動に伴ってその位置が更新される前記ボリュームデータに設定された３次元関心領域の基
準面と前記ボリュームデータにおける管腔臓器の芯線との交点に基づいて視点及び視線方
向を自動設定することにより、超音波プローブの位置が移動しても好適な方向からの仮想
内視鏡画像データを常時観察することが可能な超音波診断装置及び画像データ表示用制御
プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、請求項１に係る本発明の超音波診断装置は、被検体に対す
る３次元走査によって収集したボリュームデータに基づいて管腔臓器の仮想内視鏡画像デ
ータを生成する超音波診断装置において、前記ボリュームデータに対して３次元関心領域
を設定する関心領域設定手段と、前記ボリュームデータに基づいてこのボリュームデータ
における前記管腔臓器の芯線を設定する芯線設定手段と、前記３次元関心領域の基準面と
前記芯線とが交叉する基準点を検出する基準点検出手段と、前記基準点に基づいて視点及
び視線方向を設定する視点・視線方向設定手段と、前記視点及び前記視線方向に基づいて
前記ボリュームデータを処理し前記仮想内視鏡画像データを生成する仮想内視鏡画像デー
タ生成手段と、生成された前記仮想内視鏡画像データを表示する表示手段とを備えたこと
を特徴としている。
【００１０】
　又、請求項１１に係る本発明の画像データ表示用制御プログラムは、被検体に対する３
次元走査によって収集したボリュームデータに基づいて管腔臓器の仮想内視鏡画像データ
を生成する超音波診断装置に対し、前記ボリュームデータに対して３次元関心領域を設定
する関心領域設定機能と、前記ボリュームデータに基づいてこのボリュームデータにおけ
る前記管腔臓器の芯線を設定する芯線設定機能と、前記３次元関心領域の基準面と前記芯
線とが交叉する基準点を検出する基準点検出機能と、前記基準点に基づいて視点及び視線
方向を設定する視点・視線方向設定機能と、前記視点及び前記視線方向に基づいて前記ボ
リュームデータを処理し前記仮想内視鏡画像データを生成する仮想内視鏡画像データ生成
機能と、生成された前記仮想内視鏡画像データを表示する表示機能を実行させることを特
徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、被検体から収集したボリュームデータに基づいて仮想内視鏡画像デー
タを生成する際、超音波プローブの移動に伴ってその位置が更新される前記ボリュームデ
ータに設定された３次元関心領域の基準面と前記ボリュームデータにおける管腔臓器の芯
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線との交点に基づいて視点及び視線方向を自動設定することにより、超音波プローブの位
置が移動しても好適な方向からの仮想内視鏡画像データを常時観察することが可能となる
。このため、診断精度と診断効率が大幅に向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施例における超音波診断装置の全体構成を示すブロック図。
【図２】同実施例の超音波診断装置が備える送受信部及び受信信号処理部の具体的な構成
を示すブロック図。
【図３】同実施例の超音波プローブが備える振動素子の配列方向と超音波送受信方向を説
明するための図。
【図４】同実施例の超音波診断装置が備えるボリュームデータ生成部の具体的な構成を示
すブロック図。
【図５】同実施例のボリュームデータ生成部が生成するボリュームデータと、このボリュ
ームデータに対して関心領域設定部が設定する３次元関心領域を示す図。
【図６】同実施例の基準点検出部が３次元関心領域の基準面において検出する基準点と、
この基準点に基づいて視点・視線方向設定部が設定する視点及び視線方向の具体例を示す
図。
【図７】同実施例のボリュームデータに対して設定される仮想内視鏡画像データの生成領
域を説明するための図。
【図８】同実施例のＭＰＲ断面設定部によりボリュームデータに対して設定されるＭＰＲ
断面を示す図。
【図９】同実施例の表示部が仮想内視鏡画像データとＭＰＲ画像データとの合成によって
生成する表示データの具体例を示す図。
【図１０】同実施例における仮想内視鏡画像データの生成／表示手順を示すフローチャー
ト。
【図１１】同実施例の視点・視線方向設定部がボリュームデータに対して設定する視点及
び視線方向の変形例を示す図。
【図１２】同実施例の表示部が生成する第２の表示データの変形例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
【実施例】
【００１４】
　本実施例における超音波診断装置は、先ず、被検体に対する３次元走査によって収集さ
れたボリュームデータにおける管腔臓器の輪郭を抽出し、この輪郭情報に基づいて管腔臓
器の芯線を設定する。又、前記ボリュームデータに対し所定サイズの３次元関心領域を設
定し、この３次元関心領域における基準面と前記芯線とが交叉する基準点を検出する。次
いで、前記基準点における芯線の接線方向に視点を設定し、更に、この視点から前記基準
点に向けて視線方向を設定する。そして、上述の視点及び視線方向に基づき、前記ボリュ
ームデータをレンダリング処理して仮想内視鏡画像データを生成し表示部のモニタに表示
する。
【００１５】
　尚、以下の実施例では、複数の振動素子が２次元配列された、所謂２次元アレイ超音波
プローブによって収集した３次元的なＢモードデータに基づいてボリュームデータを生成
する場合について述べるが、これに限定されるものではなく、例えば、振動素子が１次元
配列された超音波プローブを機械的に移動させることによって収集したボリュームデータ
であってもよい。又、Ｂモードデータの替わりにカラードプラデータ等の他の超音波デー
タに基づいたボリュームデータであっても構わない。
【００１６】
（装置の構成）
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　本実施例における超音波診断装置の構成につき図１乃至図９を用いて説明する。尚、図
１は、超音波診断装置の全体構成を示すブロック図であり、図２及び図４は、この超音波
診断装置が備える送受信部／受信信号処理部及びボリュームデータ生成部の具体的な構成
を示すブロック図である。
【００１７】
　図１に示す本実施例の超音波診断装置１００は、被検体の管腔臓器を含む３次元領域に
対して超音波パルス（送信超音波）を送信し前記被検体から得られた超音波反射波（受信
超音波）を電気信号（受信信号）に変換する複数の振動素子を備えた超音波プローブ３と
、被検体の所定方向に対して超音波パルスを送信するための駆動信号を前記振動素子に供
給しこれらの振動素子から得られる複数チャンネルの受信信号を整相加算する送受信部２
と、整相加算後の受信信号を信号処理して超音波データとしてのＢモードデータを生成す
る受信信号処理部４と、被検体に対する３次元走査によって得られたＢモードデータを超
音波送受信方向に対応させて配列することにより３次元データ（ボリュームデータ）を生
成するボリュームデータ生成部５を備えている。
【００１８】
　又、超音波診断装置１００は、上述のボリュームデータのボクセル値に基づいてこのボ
リュームデータにおける管腔臓器の輪郭を抽出する輪郭抽出部６と、得られた管腔臓器の
輪郭情報に基づいて管腔臓器の中心軸（以下では、芯線と呼ぶ。）を設定する芯線設定部
７と、前記ボリュームデータに対して所定サイズの３次元関心領域を設定する関心領域設
定部８と、この３次元関心領域の基準面と前記芯線との交点（以下では、基準点と呼ぶ。
）を検出する基準点検出部９と、この基準点に基づいて仮想内視鏡画像データの生成に必
要な視点及び視線方向を設定する視点・視線方向設定部１０と、ボリュームデータに対し
上述の視点及び視線方向を基準とするレンダリング処理を行なって仮想内視鏡画像データ
を生成する仮想内視鏡画像データ生成部１１を備えている。
【００１９】
　更に、超音波診断装置１００は、上述の基準点を含み前記芯線に垂直なＭＰＲ断面を前
記ボリュームデータに対して設定するＭＰＲ断面設定部１２と、このＭＰＲ断面における
前記ボリュームデータのボクセルを抽出して管腔臓器の横断面を示すＭＰＲ画像データを
生成するＭＰＲ画像データ生成部１３と、前記ボリュームデータをレンダリング処理して
３次元画像データを生成する３次元画像データ生成部１４と、上述の仮想内視鏡画像デー
タ、ＭＰＲ画像データ及び３次元画像データ等を表示する表示部１５と、被検体情報の入
力、ボリュームデータ生成条件の設定、各種コマンド信号の入力等を行なう入力部１６と
、当該３次元走査における超音波送受信方向を制御する走査制御部１７と、上述の各ユニ
ットを統括的に制御するシステム制御部１８を備えている。
【００２０】
　以下に、本実施例の超音波診断装置１００が備える上述の各ユニットの構成と機能につ
き更に詳しく説明する。
【００２１】
　超音波プローブ３は、２次元配列されたＭ個の図示しない振動素子をその先端部に有し
、前記先端部を被検体の体表に接触させて超音波の送受信を行なう。振動素子は電気音響
変換素子であり、送信時には電気パルス（駆動信号）を超音波パルス（送信超音波）に変
換し、受信時には超音波反射波（受信超音波）を電気的な受信信号に変換する機能を有し
ている。そして、これら振動素子の各々は、図示しないＭチャンネルの多芯ケーブルを介
して送受信部２に接続されている。尚、本実施例では、Ｍ個の振動素子が２次元配列され
たセクタ走査用の超音波プローブ３を用いてボリュームデータを収集する場合について述
べるが、リニア走査やコンベックス走査等に対応した超音波プローブを用いても構わない
。
【００２２】
　次に、図２に示す送受信部２は、超音波プローブ３の振動素子に対して駆動信号を供給
する送信部２１と、振動素子から得られた受信信号に対して整相加算を行なう受信部２２
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を備えている。
【００２３】
　送信部２１は、レートパルス発生器２１１、送信遅延回路２１２及び駆動回路２１３を
備え、レートパルス発生器２１１は、送信超音波の繰り返し周期を決定するレートパルス
を生成して送信遅延回路２１２へ供給する。送信遅延回路２１２は、送信に使用されるＭ
ｔ個の振動素子と同数の独立な遅延回路から構成され、送信超音波を所定の深さに集束す
るための集束用遅延時間と所定の方向（θｘｐ、θｙｑ）に送信するための偏向用遅延時
間をレートパルスに与えて駆動回路２１３へ供給する。駆動回路２１３は、送信遅延回路
２１２と同数の独立な駆動回路を有し、超音波プローブ３にて２次元配列されたＭ個の振
動素子の中から送信用として選択されたＭｔ個の振動素子を前記レートパルスに基づいて
生成した駆動信号で駆動して被検体内に送信超音波を放射する。
【００２４】
　一方、受信部２２は、超音波プローブ３に内蔵されたＭ個の振動素子の中から受信用と
して選択されたＭｒ個の振動素子に対応するＭｒチャンネルのＡ／Ｄ変換器２２１及び受
信遅延回路２２２と加算器２２３を備え、受信用振動素子から供給されるＭｒチャンネル
の受信信号は、Ａ／Ｄ変換器２２１にてデジタル信号に変換され、受信遅延回路２２２に
送られる。
【００２５】
　受信遅延回路２２２は、所定の深さからの受信超音波を集束するための集束用遅延時間
と、方向（θｘｐ、θｙｑ）に対して受信指向性を設定するための偏向用遅延時間をＡ／
Ｄ変換器２２１から出力されたＭｒチャンネルの受信信号の各々に与え、加算器２２３は
、受信遅延回路２２２からの受信信号を加算合成する。即ち、受信遅延回路２２２と加算
器２２３により、方向（θｘｐ、θｙｑ）から得られた受信信号は整相加算される。又、
受信部２２の受信遅延回路２２２及び加算器２２３は、その遅延時間の制御によって複数
方向に対する受信指向性を同時に形成する、所謂、並列同時受信を可能とし、並列同時受
信法の適用により３次元走査に要する時間は大幅に短縮される。尚、上述の送受信部２が
備える送信部２１及び受信部２２の一部は、超音波プローブ３の内部に設けられていても
構わない。
【００２６】
　図３は、超音波プローブ３の中心軸をｚ軸とした直交座標系［ｘ、ｙ、ｚ］における超
音波送受信方向（θｘｐ、θｙｑ）を示したものであり、この場合、振動素子３１はｘ軸
方向及びｙ軸方向に２次元配列され、θｘｐ及びθｙｑは、ｘ－ｚ平面及びｙ－ｚ平面に
投影された超音波送受信方向のｚ軸に対する角度を示している。そして、走査制御部１７
から供給される走査制御信号に従って送信部２１の送信遅延回路２１２及び受信部２２の
受信遅延回路２２２における遅延時間が制御され、被検体の診断対象部位（管腔臓器）を
含む３次元領域の方向（θｘｐ、θｙｑ）（θｘｐ＝θｘ１＋（ｐ－１）Δθｘ（ｐ＝１
～Ｐ）、θｙｑ＝θｙ１＋（ｑ－１）Δθｙ（ｑ＝１～Ｑ））に対し超音波送受信が順次
行なわれる。
【００２７】
　図２へ戻って、受信信号処理部４は、受信部２２の加算器２２３から出力される整相加
算後の受信信号を信号処理することにより超音波データとしてのＢモードデータを生成す
る機能を有し、前記受信信号を包絡線検波する包絡線検波器４１と、包絡線検波後の受信
信号を対数変換する対数変換器４２を備えている。但し、包絡線検波器４１と対数変換器
４２は順序を入れ替えて構成してもよい。
【００２８】
　次に、図１に示したボリュームデータ生成部５の具体的な構成につき図４を用いて説明
する。このボリュームデータ生成部５は、超音波データ記憶部５１、補間処理部５２及び
ボリュームデータ記憶部５３を備えている。
【００２９】
　超音波データ記憶部５１には、当該被検体に対する３次元走査によって得られた受信信
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号に基づいて受信信号処理部４が生成した複数の超音波データ（Ｂモードデータ）がシス
テム制御部１８から供給される超音波送受信方向（θｘｐ、θｙｑ）の情報を付帯情報と
して順次保存される。一方、補間処理部５２は、超音波データ記憶部５１から読み出した
複数の超音波データを超音波送受信方向（θｘｐ、θｙｑ）に対応させて配列することに
より３次元超音波データを形成し、更に、この３次元超音波データを構成する不等間隔の
ボクセルを補間処理して等方的なボクセルで構成されるボリュームデータを生成する。そ
して、得られたボリュームデータは、ボリュームデータ記憶部５３に保存される。
【００３０】
　一方、図１の輪郭抽出部６は、前記ボリュームデータのボクセル値の空間的な変化量に
基づいて、ボリュームデータの管腔臓器における内壁あるいは外壁の輪郭を抽出する。例
えば、前記ボリュームデータに対して空間的な微分処理と積分処理を行ない、微分処理さ
れたボリュームデータと積分処理されたボリュームデータとの減算処理、あるいは、微分
処理前のボリュームデータと微分処理後のボリュームデータとの減算処理等により管腔臓
器の輪郭抽出が可能となるが、これらの方法に限定されない。
【００３１】
　一方、芯線設定部７は、輪郭抽出部６によって抽出された管腔臓器の輪郭データに基づ
いてこの管腔臓器の芯線を設定する機能を有し、例えば、表示部１５に表示される後述の
３次元画像データに基づいて設定されたボリュームデータの管腔臓器内における起点を基
準として３次元の全角度方向に複数の単位ベクトルを発生させ、これらの単位ベクトルの
中から管腔臓器の輪郭までの距離が最大となる方向の単位ベクトルを探索ベクトルとして
選定する。
【００３２】
　次いで、この探索ベクトルに直交する管腔臓器断面の重心位置を算出し、前記探索ベク
トルと前記管腔臓器断面との交差位置が前記重心位置と一致するようにその方向が補正さ
れた探索ベクトルを前記重心位置において新たに設定する。そして、補正後の探索ベクト
ルを用いて上述の手順を繰り返し、このとき、管腔臓器の走行方向に形成される複数の重
心位置を連結することにより管腔臓器の芯線を設定する。但し、管腔臓器に対する芯線の
設定は、上述の方法に限定されるものではなく、例えば、特開２００４－２８３３７３号
公報等に記載された方法を適用しても構わない。
【００３３】
　次に、関心領域設定部８は、被検体に対する３次元走査によって収集されたボリューム
データに対して３次元関心領域を自動設定する機能を有している。図５は、当該被検体か
ら収集されたボリュームデータＶｄと、このボリュームデータに対して設定された３次元
関心領域Ｒｉを示したものであり、既に述べたように、ボリュームデータＶｄは、ｘ方向
の走査領域θｘａ（θｘａ＝（Ｐ－１）Δθｘ）及びｙ方向の走査領域θｙａ（θｙａ＝
（Ｑ－１）Δθｙ）において収集される。
【００３４】
　このようなボリュームデータＶｄに対し関心領域設定部８は、入力部１６からシステム
制御部１８を介して供給されるボリュームデータの生成条件に基づいてｘ方向の領域θｘ
ｂ及びｙ方向の領域θｙｂ（但し、θｘｂ≦θｘａ、θｙｂ≦θｙａ）に対し３次元関心
領域Ｒｉを設定する。尚、上述の領域θｘｂ及び領域θｙｂは、例えば、θｘｂ／θｘａ
やθｙｂ／θｙａが所定の値になるようにボリュームデータの大きさに基づいて設定して
もよく、又、ボリュームデータの大きさに関係無く所定の大きさに設定しても構わない。
【００３５】
　図１へ戻って、基準点検出部９は、入力部１６によって指定された３次元関心領域の基
準面と芯線設定部７によって設定された管腔臓器の芯線とが交叉する基準点を検出する。
一方、視点・視線方向設定部１０は、基準点検出部９によって検出された基準面上の基準
点とこの基準点における芯線の接線とに基づいて仮想内視鏡画像データの生成に必要な視
点及び視線方向を設定する。具体的には、芯線設定部７によって設定された芯線の基準点
における接線方向を検出し、この接線方向において基準点から所定距離だけ離れた位置に
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視点を、更に、この視点から基準点へ視線方向を夫々設定する。
【００３６】
　次に、基準点検出部９によって検出される基準点と、視点・視線方向設定部１０によっ
て設定される視点及び視線方向の具体例につき図６を用いて更に詳しく説明する。図５に
おいて既に述べたように、関心領域設定部８は、当該被検体に対する３次元走査によって
収集されたボリュームデータＶｄに対し所定サイズ（即ち、領域θｘｂ及び領域θｙｂ）
の３次元関心領域Ｒｉを設定し、芯線設定部７は、前記ボリュームデータＶｄにおける管
腔臓器の輪郭情報Ｃｔに基づいて芯線Ｌｃを設定する。次いで、上述の基準点検出部９は
、３次元関心領域Ｒｉの基準面Ｓと芯線Ｌｃとが交叉する基準点Ｐｏを検出する。そして
、視点・視線方向設定部１０は、この基準点Ｐｏにおける芯線Ｌｃの接線方向を検出し、
この接線方向において基準点Ｐｏから距離Ｒだけ離れた位置に視点Ｐｖを、又、この視点
Ｐｖから基準点Ｐｏに向って視線方向Ｄｖを夫々設定する。
【００３７】
　再び図１へ戻って、仮想内視鏡画像データ生成部１１は、図示しない演算回路と記憶回
路を備え、前記記憶回路には、ボリュームデータを用いて仮想内視鏡画像データを生成す
るための演算処理プログラムが予め保管されている。そして、前記演算回路は、ボリュー
ムデータ生成部５のボリュームデータ記憶部５３に保存されている当該被検体のボリュー
ムデータと前記記憶回路に保管されている演算処理プログラムを読み出し、関心領域設定
部８から供給される３次元関心領域情報と視点・視線方向設定部１０から供給される視点
及び視線方向の情報に基づいて前記ボリュームデータをレンダリング処理し仮想内視鏡画
像データを生成する。
【００３８】
　図７は、ボリュームデータＶｄに対して設定される仮想内視鏡画像データの画像データ
生成領域Ｒｆを示したものであり、上述のように、基準面Ｓ上の基準点Ｐｏにおける芯線
Ｌｃの接線上に視点Ｐｖと視線方向Ｄｖが設定され、更に、視線方向Ｄｖを中心としてｘ
’方向の視野範囲φｘ’ｍ及びｙ’方向の視野範囲φｙ’ｍが設定される。そして、仮想
内視鏡画像データ生成部１１の演算回路は、ボリュームデータＶｄに設定された視野範囲
φｘ’ｍ及び視野範囲φｙ’ｍに含まれる画像データ生成領域Ｒｆのボリュームデータを
抽出し、得られたボリュームデータを視点Ｐｖ及び視線方向Ｄｖに基づいてレンダリング
処理し仮想内視鏡画像データを生成する。この場合、基準面Ｓにおける管腔臓器の輪郭Ｃ
ｔが画像データ生成領域Ｒｆに含まれるようにｘ’方向の視野範囲φｘ’ｍ及びｙ’方向
の視野範囲φｙ’ｍが入力部１６において設定される。
【００３９】
　この場合、視点Ｐｖから基準点Ｐｏまでの距離を長く設定した場合には、平行投影の仮
想内視鏡画像データが生成され、上述の距離を短く設定した場合には、遠近感を有する透
視投影の仮想内視鏡画像データが生成される。
【００４０】
　一方、図１のＭＰＲ断面設定部１２は、ボリュームデータ生成部５のボリュームデータ
記憶部５３に保存されているボリュームデータを読み出し、３次元関心領域の基準平面と
芯線とが交叉する位置に設定された基準点を含み、芯線に対して垂直（即ち、上述の接線
方向に対して垂直）なＭＰＲ断面を上述のボリュームデータに対して設定する。図８は、
このときボリュームデータに対して設定されるＭＰＲ断面を示したものであり、上述のよ
うに、基準点検出部９が検出した３次元関心領域Ｒｉの基準面Ｓと芯線Ｌｃとが交叉する
基準点Ｐｏを含み芯線Ｌｃに対して垂直なＭＰＲ断面Ｐｍがボリュームデータに対して設
定される。このとき設定されるＭＰＲ断面Ｐｍと３次元関心領域Ｒｉの基準面Ｓとは必ず
しも一致しない。
【００４１】
　次に、図１のＭＰＲ画像データ生成部１３は、ＭＰＲ断面設定部１２によって設定され
たＭＰＲ断面あるいはその近傍に位置するボリュームデータのボクセルを抽出し、これら
のボクセルに対してフィルタリング処理や補間処理等のデータ処理を行なって管腔臓器の
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横断面を示すＭＰＲ画像データを生成する。
【００４２】
　一方、３次元画像データ生成部１４は、例えば、図示しない不透明度・色調設定部及び
レンダリング処理部を備え、前記不透明度・色調設定部は、ボリュームデータ生成部５の
ボリュームデータ記憶部５３から読み出したボリュームデータのボクセル値に基づいて不
透明度や色調を設定する。一方、前記レンダリング処理部は、上述のボリュームデータを
前記不透明度・色調設定部が設定した不透明度や色調に基づいてレンダリング処理し、ボ
リュームレンダリング画像データあるいはサーフェスレンダリング画像データ等の３次元
画像データを生成する。
【００４３】
　表示部１５は、表示データ生成部１５１、データ変換部１５２及びモニタ１５３を備え
、表示データ生成部１５１は、３次元画像データ生成部１４が生成した３次元画像データ
に関心領域設定部８が設定した３次元関心領域の情報を重畳して基準面の指定を目的とし
た第１の表示データを生成する。更に、表示データ生成部１５１は、仮想内視鏡画像デー
タ生成部１１が生成した仮想内視鏡画像データとＭＰＲ画像データ生成部１３が生成した
ＭＰＲ画像データを合成し、被検体情報等の付帯情報を付加して当該被検体の診断を目的
とした第２の表示データを生成する。そして、データ変換部１５２は、表示データ生成部
１５１によって生成された第１の表示データ及び第２の表示データに対し表示フォーマッ
ト変換やＤ／Ａ変換等の変換処理を行なってモニタ１５３に表示する。
【００４４】
　図９は、表示データ生成部１５１において生成される第２の表示データの具体例を示し
たものであり、仮想内視鏡画像データＩｅにおける基準点Ｐｏ（即ち、視線方向Ｄｖ）と
ＭＰＲ画像データＩｍにおける基準点Ｐｏが一致するように夫々の画像データが合成され
、その周囲には図示しない被検体情報や画像データ生成条件等の付帯情報が付加される。
即ち、第２の表示データは、基準点Ｐｏを含み芯線に垂直なＭＰＲ断面にて収集された管
腔臓器及びその周辺臓器の横断面を示すＭＰＲ画像データＩｍに、視点Ｐｖ及び視線方向
Ｖｄを基準としｘ’方向の視野範囲φｘ’ｍ及びｙ’方向の視野範囲φｙ’ｍにて収集さ
れた当該管腔臓器の内壁面を示す仮想内視鏡画像データＩｅを重畳して生成される。この
場合、超音波プローブ３の移動に関わらず、基準点Ｐｏは、常にモニタ１５３の中央部に
表示されるように表示データの生成が行なわれる。
【００４５】
　次に、図１の入力部１６は、操作パネル上に表示パネルやキーボード、トラックボール
、マウス、選択ボタン、入力ボタン等の入力デバイスを備え、３次元関心領域の基準面を
指定する基準面指定機能１６１及びボリュームデータの管腔臓器内に芯線の設定を目的と
した起点を設定する起点設定機能１６２を備えている。更に、被検体情報の入力、ボリュ
ームデータ生成条件の設定、３次元画像データ生成条件、仮想内視鏡画像データ生成条件
及びＭＰＲ画像データ生成条件の設定、基準点と視点との距離Ｒの設定、視野範囲φｘ’
ｍ及び視野範囲φｙ’ｍの設定、各種コマンド信号の入力等も上述の表示パネルや入力デ
バイスを用いて行なわれる。
【００４６】
　走査制御部１７は、当該被検体の３次元領域に対し超音波の送受信を順次行なうための
遅延時間制御を送信部２１の送信遅延回路２１２及び受信部２２の受信遅延回路２２２に
対して行なう。一方、システム制御部１８は、図示しないＣＰＵと記憶回路を備え、前記
記憶回路には、入力部１６において入力／設定／指定された上述の各種情報が保存される
。そして、前記ＣＰＵは、上述の各種情報に基づいて超音波画像診断装置１００の各ユニ
ットを統括的に制御し、仮想内視鏡画像データ、３次元画像データ及びＭＰＲ画像データ
の生成と表示を行なう。
【００４７】
（仮想内視鏡画像データの生成／表示手順）
　次に、本実施例における仮想内視鏡画像データの生成／表示手順につき図１０のフロー
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チャートに沿って説明する。
【００４８】
　当該被検体の超音波検査に先立ち超音波診断装置１００の操作者は、入力部１６におい
て被検体情報の入力、ボリュームデータ生成条件の設定、３次元画像データ生成条件の設
定、仮想内視鏡画像データ生成条件の設定、ＭＰＲ画像データ生成条件の設定、視野範囲
φｘ’ｍ及び視野範囲φｙ’ｍの設定、基準点と視点との距離Ｒの設定等を行ない、超音
波プローブ３を被検体体表面の好適な位置に配置する（図１０のステップＳ１）。
【００４９】
　上述の初期設定が終了したならば、操作者は、入力部１６にて超音波検査の開始コマン
ドを入力し（図１０のステップＳ２）、このコマンド信号がシステム制御部１８に供給さ
れることにより、被検体の診断対象部位（管腔臓器）に対するボリュームデータの収集が
開始される。
【００５０】
　即ち、図２に示した送信部２１のレートパルス発生器２１１は、システム制御部１８か
ら供給される基準信号を分周してレートパルスを生成し送信遅延回路２１２に供給する。
送信遅延回路２１２は、所定の深さに超音波を集束するための集束用遅延時間と、最初の
送受信方向（θｘ１、θｙ１）に超音波を送信するための偏向用遅延時間を前記レートパ
ルスに与え、このレートパルスをＭｔチャンネルの駆動回路２１３に供給する。次いで、
駆動回路２１３は、送信遅延回路２１２から供給されたレートパルスに基づいて駆動信号
を生成し、この駆動信号を超音波プローブ３におけるＭｔ個の送信用振動素子に供給して
被検体内に送信超音波を放射する。
【００５１】
　放射された送信超音波の一部は、音響インピーダンスの異なる被検体の臓器境界面や組
織にて反射し、超音波プローブ３に設けられたＭｒ個の受信用振動素子によって受信され
Ｍｒチャンネルの電気的な受信信号に変換される。次いで、この受信信号は、受信部２２
のＡ／Ｄ変換器２２１においてデジタル信号に変換され、更に、Ｍｒチャンネルの受信遅
延回路２２２において所定の深さからの受信超音波を収束するための集束用遅延時間と送
受信方向（θｘ１、θｙ１）からの受信超音波に対し強い受信指向性を設定するための偏
向用遅延時間が与えられた後加算器２２３にて整相加算される。
【００５２】
　そして、整相加算後の受信信号が供給された受信信号処理部４の包絡線検波器４１及び
対数変換器４２は、この受信信号に対して包絡線検波と対数変換を行なって超音波データ
としてのＢモードデータを生成し、ボリュームデータ生成部５の超音波データ記憶部５１
に送受信方向（θｘ１、θｙ１）を付帯情報として保存する。
【００５３】
　送受信方向（θｘ１、θｙ１）における超音波データの生成と保存が終了したならば、
走査制御部１７は、システム制御部１８から供給される指示信号に従い送信部２１の送信
遅延回路２１２及び受信部２２の受信遅延回路２２２における遅延時間を制御してθｘ方
向にΔθｘ、θｙ方向にΔθｙずつ順次更新された送受信方向（θｘｐ、θｙｑ）（θｘ
ｐ＝θｘ１＋（ｐ－１）Δθｘ（ｐ＝１～Ｐ）、θｙｑ＝θｙ１＋（ｑ－１）Δθｙ（ｑ
＝１～Ｑ）、但し、送受信方向（θｘ１、θｙ１）を除く）の各々に対して同様の手順で
超音波を送受信して３次元走査を行なう。そして、これらの送受信方向にて得られた超音
波データも上述の送受信方向を付帯情報として超音波データ記憶部５１に保存する。
【００５４】
　一方、ボリュームデータ生成部５の補間処理部５２は、超音波データ記憶部５１から読
み出した複数の超音波データを送受信方向（θｘｐ、θｙｑ）（θｘｐ＝θｘ１＋（ｐ－
１）Δθｘ（ｐ＝１～Ｐ）、θｙｑ＝θｙ１＋（ｑ－１）Δθｙ（ｑ＝１～Ｑ））に対応
させて配列することにより３次元超音波データを形成し、更に、この３次元超音波データ
を補間処理してボリュームデータを生成する。そして、得られたボリュームデータをボリ
ュームデータ記憶部５３に保存する（図１０のステップＳ３）。
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【００５５】
　当該被検体に対するボリュームデータの収集が終了したならば、３次元画像データ生成
部１４は、ボリュームデータ生成部５のボリュームデータ記憶部５３から読み出したボリ
ュームデータのボクセル値に基づいて不透明度及び色調を設定し、この不透明度と色調に
基づいて上述のボリュームデータをレンダリング処理し３次元画像データを生成する（図
１０のステップＳ４）。
【００５６】
　一方、関心領域設定部８は、入力部１６からシステム制御部１８を介して供給されるボ
リュームデータの生成条件を受信し、このボリュームデータの領域サイズに対応した領域
サイズ［θｘｂ、θｙｂ］（図５参照）を有する３次元関心領域を設定する。（図１０の
ステップＳ５）。そして、表示部１５の表示データ生成部１５１は、３次元画像データ生
成部１４から供給される３次元画像データに関心領域設定部８から供給される３次元関心
領域の情報を重畳して第１の表示データを生成し、モニタ１５３に表示する。
【００５７】
　次に、３次元関心領域情報が重畳された３次元画像データ（即ち、第１の表示データ）
を表示部１５にて観察した操作者は、入力部１６を用いて前記３次元画像データに示され
た管腔臓器が交叉している３次元関心領域の基準面を指定し、更に、芯線の設定を目的と
した起点を前記管腔臓器の内部に設定する（図１０のステップＳ６）。
【００５８】
　一方、輪郭抽出部６は、ボリュームデータ生成部５のボリュームデータ記憶部５３から
読み出したボリュームデータのボクセル値の空間的な変化量に基づいて、管腔臓器の輪郭
を抽出し（図１０のステップＳ７）、芯線設定部７は、入力部１６において設定された起
点の位置情報をシステム制御部１８を介して受信し、ボリュームデータの管腔臓器内に設
定された上述の起点を基準とする検索ベクトルに基づいて管腔臓器の芯線を設定する（図
１０のステップＳ８）。
【００５９】
　次いで、基準点検出部９は、入力部１６によって指定された３次元関心領域の基準面と
芯線設定部７によって設定された管腔臓器の芯線とが交叉する基準点を検出し（図１０の
ステップＳ９）、視点・視線方向設定部１０は、基準点検出部９が検出した基準面上の基
準点とこの基準点における芯線の接線方向とに基づいて仮想内視鏡画像データの生成に必
要な視点及び視線方向を設定する（図１０のステップＳ１０）。
【００６０】
　そして、仮想内視鏡画像データ生成部１１は、ボリュームデータ生成部５のボリューム
データ記憶部５３に保存されている当該被検体のボリュームデータと自己の記憶回路に保
管されている演算処理プログラムを読み出し、関心領域設定部８から供給される３次元関
心領域の情報と視点・視線方向設定部１０から供給される視点及び視線方向の情報に基づ
いた前記ボリュームデータのレンダリング処理によって仮想内視鏡画像データを生成する
（図１０のステップＳ１１）。
【００６１】
　一方、上述のステップＳ９において３次元関心領域の基準面と芯線とが交叉する基準点
が検出されたならば、ＭＰＲ断面設定部１２は、ボリュームデータ生成部５のボリューム
データ記憶部５３に保存されているボリュームデータを読み出し、上述の基準点を含み、
芯線に対して垂直なＭＰＲ断面をボリュームデータに対して設定する（図１０のステップ
Ｓ１２）。そして、ＭＰＲ画像データ生成部１３は、ＭＰＲ断面設定部１２によって設定
されたＭＰＲ断面あるいはその近傍に位置するボリュームデータのボクセルを抽出し、こ
れらのボクセルに対してフィルタリング処理や補間処理等のデータ処理を行なって管腔臓
器の横断面を示すＭＰＲ画像データを生成する（図１０のステップＳ１３）。
【００６２】
　次いで、表示部１５の表示データ生成部１５１は、仮想内視鏡画像データ生成部１１に
おいて生成された仮想内視鏡画像データとＭＰＲ画像データ生成部１３において生成され
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たＭＰＲ画像データを合成し、更に、被検体情報等の付帯情報を付加して第２の表示デー
タを生成する。そして、得られた第２の表示データに対し所定の変換処理を行なってモニ
タ１５３に表示する（図１０のステップＳ１４）。
【００６３】
　上述の手順により、超音波プローブ３を最初の位置に配置した状態で収集されたボリュ
ームデータに基づく仮想内視鏡画像データの生成と表示が終了したならば、超音波プロー
ブ３の位置を被検体の体表面上で順次更新させながら（図１０のステップＳ１５）上述の
ステップＳ３乃至Ｓ１４（但し、ステップＳ６は除く）を繰り返すことにより超音波プロ
ーブ３の移動に対応して所望の方向から生成された仮想内視鏡画像データをリアルタイム
で観察することが可能となる。
【００６４】
　以上述べた本発明の実施例によれば、被検体から収集したボリュームデータに基づいて
仮想内視鏡画像データを生成する際、超音波プローブの移動に伴ってその位置が更新され
る前記ボリュームデータに設定された３次元関心領域の基準面と前記ボリュームデータに
おける管腔臓器の芯線との交点に基づいて視点及び視線方向を自動設定することにより、
超音波プローブの位置が移動しても好適な方向からの仮想内視鏡画像データを、常時、リ
アルタイムで観察することが可能となる。このため、診断精度と診断効率が大幅に向上す
る。
【００６５】
　特に、前記視点を３次元関心領域の外部に設定する場合、基準面と芯線との交点を含み
芯線に垂直なＭＰＲ断面を前記ボリュームデータに設定することによって生成したＭＰＲ
画像データと上述の仮想内視鏡画像データを合成して表示することができるため管腔臓器
周辺の情報も同時に把握することができ、診断精度を更に改善することができる。
【００６６】
　又、仮想内視鏡画像データにおける基準点や視線方向が、常にモニタの所定位置（例え
ば、中央部）に配置されるように第２の表示データが生成されるため、移動する超音波プ
ローブの影響をあまり受けることなく前記視線方向からの仮想内視鏡画像データを安定し
て観察することができ、従って、超音波検査における操作者の負担が軽減される。
【００６７】
　以上、本発明の実施例について述べてきたが、本発明は、上述の実施例に限定されるも
のではなく、変形して実施することが可能である。例えば、上述の実施例では、芯線設定
部７によって設定された芯線の基準点における接線方向を検出し、この接線方向において
基準点から所定距離だけ離れた位置に仮想内視鏡画像データの視点を設定する場合につい
て述べたが、図１１（ａ）に示すように、上述の接線方向から所定角度ηだけ傾斜した方
向の所定距離離れた位置に視点Ｐｖを設定してもよい。又、図１１（ｂ）に示すように、
基準点Ｐｏに設定されたＭＰＲ断面にて閉曲線で示される管腔臓器輪郭Ｃｔの内部に第２
の基準点Ｐｏ１を設定し、この第２の基準点Ｐｏ１を基準として任意の方向及び任意の距
離に視点Ｐｖを設定しても構わない。更に、第２の基準点Ｐｏ１は、ＭＰＲ断面上に限定
されるものではなく、基準点Ｐｏを基準として任意の方向及び任意の距離に設定してもよ
い。
【００６８】
　又、上述の実施例では、３次元関心領域Ｒｉの外部に視線Ｐｖを設定する場合について
述べたが、３次元関心領域Ｒｉの基準面Ｓ（即ち、基準点Ｐｏ）あるいは３次元関心領域
Ｒｉの内部に視点Ｐｖを設定してもよい。特に、視点Ｐｖを３次元関心領域Ｒｉの内部に
設定する場合、基準点Ｐｏから芯線Ｌｃに沿って所定距離だけ進入した位置に視点Ｐｖを
設定し、この視点Ｐｖにおける芯線Ｌｃの接線方向に視線方向Ｄｖを設定する方法が好適
であるが、特に限定されない。尚、この場合のＭＰＲ画像データの生成は必ずしも必要と
しない。
【００６９】
　一方、上述の実施例における３次元関心領域は、ボリュームデータの生成条件に基づい
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て自動設定される場合について述べたが、表示部１５に表示された３次元画像データを観
察した操作者が、入力部１６の入力デバイスを用いて任意に設定してもよい。又、ボリュ
ームデータの内部に３次元関心領域を設定する場合について述べたが、３次元関心領域は
、ボリュームデータと略等しいサイズを有していても構わない。
【００７０】
　更に、３次元関心領域の基準面は、３次元関心領域の情報が重畳された３次元画像デー
タを観察した操作者によって行なわれる場合について述べたが、ボリュームデータ生成条
件の１つとして超音波検査に先立って設定してもよい。
【００７１】
　又、３次元関心領域の外部に視点が設定された場合、仮想内視鏡画像データとＭＰＲ画
像データとの合成によって生成された第２の表示データを表示する場合について述べたが
、第２の表示データは、３次元関心領域の内部に視点が設定された場合と同様にしてＭＰ
Ｒ画像データを含まなくても構わない。更に、第２の表示データは、仮想内視鏡画像デー
タあるいはこの仮想内視鏡画像データとＭＰＲ画像データの合成によって生成される場合
について述べたが、図１２に示すように３次元画像データを追加して第２の表示データを
生成してもよい。この場合、表示部１５のモニタ１５３には、３次元画像データ（図１２
（ａ））と仮想内視鏡画像データあるいはＭＰＲ画像データが重畳された仮想内視鏡画像
データ（図１２（ｂ））が並列表示される。
【００７２】
　尚、上述の実施例では、複数の振動素子が２次元配列された、所謂２次元アレイ超音波
プローブによって収集した３次元的なＢモードデータに基づいてボリュームデータを生成
し、このボリュームデータを用いて仮想内視鏡画像データ及びＭＰＲ画像データを生成す
る場合について述べたが、これに限定されるものではなく、例えば、振動素子が１次元配
列された超音波プローブを機械的に移動させることによって収集したボリュームデータを
用いて上述の画像データを生成してもよい。又、Ｂモードデータの替わりにカラードプラ
データ等の他の超音波データに基づいたボリュームデータを用いても構わない。
【符号の説明】
【００７３】
２…送受信部
２１…送信部
２２…受信部
３…超音波プローブ
４…受信信号処理部
５…ボリュームデータ生成部
５１…超音波データ記憶部
５２…補間処理部
５３…ボリュームデータ記憶部
６…輪郭抽出部
７…芯線設定部
８…関心領域設定部
９…基準点検出部
１０…視点、視線方向設定部
１１…仮想内視鏡画像データ生成部
１２…ＭＰＲ断面設定部
１３…ＭＰＲ画像データ生成部
１４…３次元画像データ生成部
１５…表示部
１５１…表示データ生成部
１５２…データ変換部
１５３…モニタ
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１６…入力部
１６１…基準面指定機能
１６２…起点設定機能
１７…走査制御部
１８…システム制御部
１００…超音波診断装置

【図１】 【図２】
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